
平
成
九
年
文
部
省
令
第
四
十
号

小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与

に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則

小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与
に
係

る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九

年
法
律
第
九
十
号
）
第
二
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普

通
免
許
状
授
与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
介
護
等
の
体
験
の
期
間
）

第
一
条
　
小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授

与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
七
日
間
と
す
る
。

（
介
護
等
の
体
験
を
行
う
施
設
）

第
二
条
　
特
例
法
第
二
条
第
一
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定

め
る
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六

号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務

教
育
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
（
こ
れ

ら
の
う
ち
、
同
法
第
八
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第

三
項
に
規
定
す
る
特
別
支
援
学
級
を
置
く
も
の
又
は

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令

第
十
一
号
）
第
五
十
六
条
若
し
く
は
第
五
十
六
条
の

二
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
七
十
九
条
、
第
七
十

九
条
の
六
又
は
第
百
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
六
条
若
し
く
は
第
八
十

六
条
の
二
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
令
第
百
八
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は

第
百
四
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
教
育
課
程
を
編

成
す
る
も
の
に
限
る
。
）

二
　
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四

号
）
に
規
定
す
る
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、

児
童
養
護
施
設
、
障
害
児
入
所
施
設
、
児
童
発
達
支

援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支

援
施
設
又
は
障
害
児
通
所
支
援
（
児
童
発
達
支
援
又

は
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
を
行
う
施

設
三
　
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二

百
八
十
三
号
）
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
福
祉
セ
ン

タ
ー
又
は
身
体
障
害
者
生
活
訓
練
等
事
業
を
行
う

施
設

四
　
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
に
規
定
す
る
救
護
施
設
、
更
生
施
設
又
は
授
産

施
設

五
　
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五

号
）
に
規
定
す
る
授
産
施
設

六
　
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三

号
）
に
規
定
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、

老
人
短
期
入
所
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
又
は
老
人
居
宅
生
活
支

援
事
業
（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入

所
事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
又
は
認

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
に
限
る
。
）

を
行
う
施
設

七
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
規
定
す
る
居
宅

生
活
支
援
事
業
又
は
養
護
事
業
を
行
う
施
設

八
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
又

は
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
又

は
短
期
入
所
療
養
介
護
に
限
る
。
）
若
し
く
は
地
域

密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）

を
行
う
施
設

九
　
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設

の
ぞ
み
の
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
七

号
）
第
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
独
立
行
政
法

人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園
が

設
置
す
る
施
設

十
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

十
三
号
）
に
規
定
す
る
障
害
者
支
援
施
設
、
地
域
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
、
福
祉
ホ
ー
ム
又
は
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
（
療
養
介
護
、
生
活
介
護
、
短
期
入
所
、
重

度
障
害
者
等
包
括
支
援
、
自
立
訓
練
、
就
労
移
行
支

援
又
は
就
労
継
続
支
援
に
限
る
。
）
を
行
う
施
設

十
一
　
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
）
に
規
定
す
る

国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
等

十
二
　
義
務
教
育
の
段
階
に
お
け
る
普
通
教
育
に
相
当

す
る
教
育
の
機
会
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
に
規
定
す
る
不
登
校
児

童
生
徒
の
学
習
活
動
に
対
す
る
支
援
を
行
う
公
立
の

教
育
施
設

十
三
　
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す

る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
規
定
す

る
女
性
自
立
支
援
施
設

十
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
施
設
に
準
ず
る
施
設
と
し
て

文
部
科
学
大
臣
が
認
め
る
施
設

（
介
護
等
の
体
験
を
免
除
す
る
者
）

第
三
条
　
特
例
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
等
に

関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
と
し
て
文

部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
は
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

一
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

第
二
百
三
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
保
健
師
の
免

許
を
受
け
て
い
る
者

二
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り

助
産
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

三
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り

看
護
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

四
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
り

准
看
護
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

五
　
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四

十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
支
援

学
校
の
教
員
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

六
　
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
（
昭
和
四
十
年

法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
理
学

療
法
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

七
　
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
作
業
療
法
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者

八
　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二

年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
社
会
福

祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

九
　
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
第
三
十
九
条
の

規
定
に
よ
り
介
護
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

十
　
義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
一

号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
義
肢
装
具
士
の
免
許
を

受
け
て
い
る
者

２
　
特
例
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
身
体
上
の
障
害

に
よ
り
介
護
等
の
体
験
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
者
と
し

て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
身
体
障
害
者
福

祉
法
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
の
う
ち
、
同
法

第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
身
体

障
害
者
手
帳
に
、
障
害
の
程
度
が
一
級
か
ら
六
級
で
あ

る
者
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
者
と
す
る
。

（
介
護
等
の
体
験
に
関
す
る
証
明
書
）

第
四
条
　
小
学
校
又
は
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の

授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第

五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
状
の
授
与
の
申

出
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
同
項
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ

か
、
介
護
等
の
体
験
を
行
っ
た
学
校
又
は
施
設
の
長
が

発
行
す
る
介
護
等
の
体
験
に
関
す
る
証
明
書
を
提
出
す

る
も
の
と
す
る
。

２
　
学
校
又
は
施
設
の
長
は
、
小
学
校
又
は
中
学
校
の
普

通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
請
求
が

あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
介
護
等
の
体
験
に
関
す
る

証
明
書
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
令
和
二
年
度
か
ら
令
和
六
年
度
ま
で
の
間
に
介
護
等

の
体
験
を
予
定
し
て
い
た
者
に
対
す
る
小
学
校
又
は
中

学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
の
授
与
に
つ
い
て
は
、
第

三
条
第
一
項
中
「
該
当
す
る
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
該

当
す
る
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
文
部
科
学
大

臣
が
定
め
る
者
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
二
三
日
文
部
省
令

第
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
文
部
省
令

第
四
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
社
会
福
祉

の
増
進
の
た
め
の
社
会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
二
年
六
月
七

日
）
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
文
部
省

令
第
五
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
三
月
一
日
文
部
科
学
省

令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
四
年
三
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学

省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
第

六
号
の
改
正
規
定
は
、
社
会
福
祉
の
増
進
の
た
め
の
社

会
福
祉
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
第
六

条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
、
同
条
第
八
号
の
改
正
規

定
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
福

祉
施
設
の
ぞ
み
の
園
の
設
立
の
日
か
ら
、
同
条
第
九
号

の
改
正
規
定
は
、
介
護
保
険
法
の
施
行
の
日
か
ら
適
用

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
八
年
九
月
二
五
日
文
部
科
学

省
令
第
三
六
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
障
害
者
自
立
支
援
法

（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
附
則
第
一
条
第

三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間

は
、
改
正
後
の
第
二
条
第
九
号
の
二
中
「
及
び
地
域
活

動
支
援
セ
ン
タ
ー
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
地
域
活
動
支

援
セ
ン
タ
ー
並
び
に
同
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
、

1



同
法
附
則
第
四
十
八
条
又
は
同
法
附
則
第
五
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
運
営
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
、

同
法
附
則
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
社
会

復
帰
施
設
（
同
法
附
則
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
の
福
祉
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
規
定

す
る
精
神
障
害
者
生
活
訓
練
施
設
、
精
神
障
害
者
授
産

施
設
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
工
場
に
限
る
。
）
及
び
同

法
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者

援
護
施
設
（
同
法
附
則
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第

三
十
七
号
）
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
更
生
施
設
及
び

知
的
障
害
者
授
産
施
設
に
限
る
。
）
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
文
部
科
学

省
令
第
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の

日
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
免
許
特
例
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
）

第
四
条
　
施
行
日
前
に
旧
盲
学
校
等
に
お
い
て
小
学
校
及

び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授
与
に
係
る
教
育
職

員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律

第
九
十
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
介
護
等
の
体

験
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
こ
の
省
令
第
二
十
二
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
免
許
特
例
法
施
行
規
則
第
一
条
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
当

該
者
が
旧
盲
学
校
等
に
お
い
て
行
っ
た
介
護
等
の
体
験

の
期
間
を
通
算
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
盲
学
校
等
に
お
け
る
介

護
等
の
体
験
に
関
す
る
こ
の
省
令
第
二
十
二
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
免
許
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条
に
規

定
す
る
証
明
書
は
、
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
旧
盲
学
校
等
が
な
る
も
の
と
さ
れ
た
特

別
支
援
学
校
の
校
長
が
発
行
す
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
文
部
科
学

省
令
第
一
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
二
条
第

一
号
の
改
正
規
定
中
「
、
知
的
障
害
児
施
設
、
知
的
障

害
児
通
園
施
設
、
盲
ろ
う
あ
児
施
設
、
肢
体
不
自
由
児

施
設
、
重
症
心
身
障
害
児
施
設
」
を
「
、
障
害
児
入
所

施
設
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
部
分
は

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
、
同
条
第
九
号
の
二
の

改
正
規
定
は
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
号
の
改
正
規
定
中
「
、
情

緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
」
を
「
、
児
童
心
理
治
療
施

設
」
に
改
め
る
部
分
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
八
月
一
一
日
文
部
科
学
省

令
第
二
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
一
三
日
文
部
科
学
省

令
第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
五
月
七
日
文
部
科
学
省
令

第
二
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用

紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
文
部
科
学
省

令
第
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
二
月
二
八
日
文
部
科
学
省

令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
一
日
文
部
科
学
省

令
第
五
号
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
省
令
に
よ
る

改
正
前
の
免
許
特
例
法
施
行
規
則
第
二
条
第
二
号
に
規

定
す
る
障
害
児
通
所
支
援
（
医
療
型
児
童
発
達
支
援
に

限
る
。
）
を
行
う
施
設
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧

医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
施
設
」
と
い
う
。
）
に

お
い
て
小
学
校
及
び
中
学
校
の
教
諭
の
普
通
免
許
状
授

与
に
係
る
教
育
職
員
免
許
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
教
育

職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
体
験
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
介
護
等
の
体
験
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
者

に
対
す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
者

が
旧
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
施
設
に
お
い
て
行

っ
た
介
護
等
の
体
験
の
期
間
を
通
算
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
旧
医
療
型
児
童
発
達
支
援

を
行
う
施
設
（
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法
」
と
い
う
。
）
に

よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療

型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
に
お
け
る
介

護
等
の
体
験
に
関
す
る
免
許
特
例
法
施
行
規
則
第
四
条

に
規
定
す
る
証
明
書
は
、
児
童
福
祉
法
等
一
部
改
正
法

附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
の
施
行
の
際
現
に

当
該
旧
医
療
型
児
童
発
達
支
援
を
行
う
施
設
を
設
置
し

て
い
る
者
が
設
置
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
同
法

に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
四
十
三
条
に
規
定
す

る
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
長
が
発
行
す
る
も
の
と

す
る
。
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